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元群馬県女性会館跡地貸付に係る一般競争入札実施要領 

 

１ 趣旨  

  本件は、群馬県（以下、「県」という。）が未利用地を駐車場として貸し付けるこ

とで暫定的に土地の有効活用を行うとともに、収入の確保を図るためのものとする。 

入札参加希望者は、本要領のほか元群馬県女性会館跡地貸付に係る仕様書（以下「仕

様書」という。）等を確認の上、内容を承知した上で参加すること。 

 

２ 入札に付する事項 

 （１）貸付物件 

財産名称 所在地 貸付面積（㎡） 

元群馬県女性会館跡地 
前橋市大手町三丁目１番６、 

６００番２、６００番４ 
658.93 

  ※貸付面積は公簿面積のため、現況については入札参加希望者において調査・確認

の上、入札参加申請を行うこと。 

 （２）貸付期間 

    令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとする。 

    ※貸付物件は、別添「群馬県が実施するアスファルト舗装工事及び電気引込工

事について」のとおり、県が貸付期間開始前までにアスファルト舗装工事及

び電気引込工事を行う。 

※賃借人における駐車場の整備工事（区画線、精算機の整備等）及び貸付物件

返還時の原状回復工事は、原則的に上記貸付期間内において実施するものと

する。ただし、賃借人が希望する場合には、県と協議の上で、駐車場の整備

工事及び原状回復工事に最低限必要な期間の県有財産賃貸借契約を別途締結

することができるものとする。なお、当該期間における賃貸借料については、

入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算し

た金額を、日割で計算したものとする。また、賃貸借期間は１か月未満とす

る。 

 （３）最低貸付価格 

    金６，５２３，４０７円（貸付期間３年間の税抜総額） 

※上記金額の他、消費税及び地方消費税が別途必要です。 

※また、光熱水費が別途必要です。 

 （４）用途指定 

    時間貸平面駐車場 

 （５）貸付に関する条件 

    仕様書のとおり 

 

３ 入札資格要件 

 次の要件を全て満たす法人又は個人に限り入札に参加することができる。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項及び第２

項各号に掲げられた者でないこと。 

（２）自己又は自己の法人の役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する
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法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法

第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的に

非難されるべき関係を有している者でないこと。 

 （３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 

（４）県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと。 

 （５）県税に滞納がないこと。 

（６）過去３年間において３件以上の時間貸駐車場施設の設置及び運営・管理に関す

る業務を営んでいる実績があること。 

（７）貸付物件の利用目的及び利用形態が本要領及び仕様書と合致していること。 

 

４ 入札参加申請 

  入札に参加を希望する者は、入札参加申請書類を提出し、入札参加資格を有するこ

とを証明しなければならない。 

 （１）提出期間 

   令和７年１２月１５日（月）～令和８年１月１６日（金） ※必着 

 （２）提出先 

   前橋市大手町一丁目１番１号  群馬県庁１１階 

   群馬県総務部財産有効活用課財産活用係 

   電話：０２７－２２６－２１１１ 

 （３）提出書類 

 提出書類 法人 個人 

① 入札参加申請書 ○ ○ 

② 
身分証明書（市町村発行のもの）及び住民票謄本（個

人番号の記載がないもの） 
－ ○ 

③ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） ○ － 

④ 印鑑証明書 ○ ○ 

⑤ 県税の完納証明書 ○ ○ 

⑥ 誓約書及び役員等一覧 ○ 〇 

   ※ 県の入札参加資格者名簿に登載されている者は、②～⑤の書類を省略できる。 

※ ①、⑥については、印鑑登録印を押印すること。 

   ※ ②、③、④、⑤については、発行後３ヶ月以内の原本とすること。 

※ ⑤については、納付すべき県税すべてについての完納証明書とする。なお、県

外事業者については、県内に委任先営業所がある場合のみ、証明書を提出する

こと。 

 （４）提出方法 

   提出期間内に、必要な書類を提出先に直接持参又は郵送とし、電話、ファックス、

電子メールによる受付は行わない。 
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５ 現場解放 

  現場解放は適宜行うので、希望者は事前に財産有効活用課に連絡をすること。 

 

６  質問書及び回答 

  次のとおり入札参加希望者から本入札に関する質問を受け付ける。 

（１）質問受付期間 

   令和７年１２月１５日（月）～令和８年１月１６日（金） 

 （２）提出方法 

   質問書（別添様式）を電子メール又はファックスにて提出すること。 

（３）提出先 

   本要領１６に同じ。 

 （４）質問者への回答 

   質問者に対し電子メール又はファックスで個別に回答する。また、全ての質問事

項及び回答をまとめ、令和８年１月２１日（水）までに財産有効活用課のホーム

ページに掲載する。なお、質問に対する回答は、本要領又は仕様書の修正あるい

は追加とみなす。 

  

７ 入札参加資格の確認等 

本要領４（３）の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和８年１月２６

日（月）までに、申請者あて結果を通知する。 

なお、入札参加資格のある者に対して、入札書及び入札に当たっての留意事項等を

送付する。 

また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取

り消す。 

 

８ 入札及び開札の日時及び場所 

（１） 日時  

令和８年２月３日（火）午前１１時００分 

（２） 場所 

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   群馬県庁内 会議室 

   ※会場詳細は本要領７記載の通知にてお知らせします。 

 

９ 入札方法等 

 （１）入札書に記載する金額 

   入札書に記載する金額は、３年間の賃貸借料の総額とする。ただし、１年当たり

の賃貸借料を見積もり、その賃貸借料から積算した金額とする。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び

地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契
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約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

 （２）代理人による入札 

   代理人により入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 

 （３）再度の入札 

   ① 落札者がいない場合は、再度の入札を行う。 

   ② 再度の入札は２回までとする。 

   ③ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 

 （４）その他 

   ① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回するこ

とはできない。 

   ② 入札を公平に執行できないなど、特別な事情があると認めるときは、入札の執

行を延期し、又は取り止めることがある。 

 

10 入札保証金 

 （１）入札参加者は、入札当日の受付時に入札保証金を納付すること。ただし、県の

入札参加資格者名簿に登載されている者については、免除とする。 

 （２）入札保証金は、入札者が契約希望金額（入札書記載金額×１．１）の１００分

の５以上の額を納付すること。 

  （３）小切手で納付する場合には振出人が銀行である自己宛小切手を使用するものと

する。 

（４）再入札の場合で前回提出した入札保証金では契約希望金額の１００分の５以上

を満たさない場合は、差額分の「入札保証金提出書」と入札保証金を提出するも

のとする。 

 （５）入札保証金は、入札終了後落札者以外の者に、その場で返還する。落札者の入

札保証金は、契約保証金に充当することができる。 

 （６）落札者が契約を締結しないとき（落札後、本要領３に定める入札に参加する者

に必要な資格を有さない者であることが判明し、失格したときを含む。）は、落

札の効力を失い、入札保証金は返還しない。 

（７）入札保証金を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、免

除された金額に相当する額を納めなければならない。 

 

11 無効な入札等 

 （１）次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

   ① 入札に参加する資格のない者がした入札 

   ② 同一の入札において同一人がした２つ以上の入札（代理の場合も含む） 

   ③ 委任状を提出しない代理人のした入札 

   ④ 不正行為による入札 

   ⑤ 入札書の金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確なとき 

   ⑥ 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札 

   ⑦ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札 

   ⑧ 申請書（添付書類を含む。）に虚偽の記載を行った者の入札 

   ⑨ その他入札に関する条例に違反した入札 
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 （２）失格 

   入札開始時に、入札会場に本人又は代理人が不在の場合は失格とする。失格とな

った者は、入札に参加できない。 

 

12 落札者の決定方法 

 （１）県が定める最低貸付価格以上で且つ最高の価格により有効な入札を行った者を

落札者とする。 

 （２）落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札

者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があると

きは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとす

る。 

 

13 契約保証金 

（１）契約締結の前に、契約金額の１０％以上の金額（円未満切上げ）を契約保証金

として納めること。ただし、県の入札参加資格者名簿に登載されている者につい

ては、免除とする。 

（２）なお、落札者が契約期間中に県の入札参加資格者名簿に登載された場合は、契

約保証金を返還するものとする。 

（３）本要領１０で納付した入札保証金は、契約保証金として充当することができる。 

（４）賃貸借期間が満了したとき、又は県が公用、公共用又は公益事業の用に供する

ため契約を解除した場合において、賃借人が契約書に定める義務を全て履行し、

県に損害がないときには、契約保証金を還付するものとする。 

（５）契約保証金を免除された場合において、賃借人が契約書に定める義務を履行し

ないときは、県は賃借人から免除された金額に相当する額を徴収することができ

る。 

 

14 契約 

 （１）別添契約書のとおりとする。 

  （２）落札者は、落札後に群馬県が指定する期日までに契約書に記名押印のうえ、本

要領１６の場所に提出する。 

 （３）落札者が契約を締結しない場合（上記（２）の期日までに契約書が提出されな

い場合を含む。）には、当該落札は効力を失う。 

 （４）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

 

15 その他 

 （１）本書に定めのない事項は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号）、群馬県財務規則（平成３年規則第１８

号）の定めるところによる。 

 （２）本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 

  （３）申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産

使用許可の取消並びに普通財産貸付契約の解除を行うことがある。 
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16 問い合わせ先 

  住 所：371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

 所 属：群馬県総務部財産有効活用課財産活用係 

 TEL：０２７－２２６－２１１１ 

 FAX：０２７－２２３－５０３０ 

  E-mail ：zaisanka@pref.gunma.lg.jp 
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地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）（抜粋） 

 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競

争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれか

に該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争

入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入

札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格

の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当

たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を

故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととさ

れている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人

として使用したとき。 


